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抱えていた課題

〇背景：当企業団は、君津地域の水道事業の効率化を図るため、木更津市、君津市、
富津市、袖ケ浦市の4市水道事業と水道用水供給事業を同一の事業体として2019年（令
和元年）年4月1日より事業を開始。2022年（令和4年）4月1日より木更津市、君津市の
2市水道事業と水道用水供給事業において「浄水場等運転管理業務」を民間事業者へ委
託を開始する。
〇課題～なぜ、障害福祉サービスの活用を検討したか～
水道事業者等が行う「水質（管末）検査業務」は水道法第20条及び水道法施行規則第
15条に基づき、管末等1日1回以上の水質検査（色・濁り・消毒の残留効果の3項目）が
必要である。自動測定装置の設置は費用、場所、電源等の課題があり、実状「浄水場
等運転管理業務委託」に含むことで、受託事業者によって遂行されているが、社会的
人手不足により人材確保に苦慮している状態にある。受託事業者において、本来高度
な技術を要する施設の運転管理や保守業務等に注力すべき人員も、単純作業である水
質（管末）検査業務に従事させざるをえない現況は、当企業団としても持続的な水道
業界の技術の継承と育成において憂慮されていた。

取組概要

君津地域4市（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市）広域化における水道事業と水道
用水供給事業の効率化及び生産性向上を図るため、上記の課題を解決すべく「雇用の
多様化」を検討。受託事業者と、障がい者就労支援となる社会貢献を含め外部組織で
ある「特定NPO法人」との新たな事業スキームを開発した。

〇概要：障がい者単独での水質（管末）検査業務への従事は、課題が多く再検討。本
業務実現の可能性調査の結果、「浄水場等運転管理業務委託」の受託事業者による障
害福祉サービス事業所6施設を含めた特定NPO法人への再委託とする。対象業務は、水
道用水供給事業3カ所及び水道事業8カ所（木更津市域）の計11カ所における測定点に
て、残留塩素濃度、濁度、色度、ｐＨ（水道用水供給のみ）の4項目を1回/日以上、土
日祝を含み毎日行うもの。
〇教育研修による「安全・安心」の確保と「測定検査精度」の管理。
安全衛生、水質検査の概要、採水検査場所へのルートマップ（車両運転は障害福祉
サービス事業所職員）、ＯＪＴ、緊急連絡体制構築と周知徹底、測定機器の取扱い、
測定結果報告方法（携帯端末によるリアルタイム報告）等、障害福祉サービス事業所
（職員・利用者）への研修プログラム作成。研修試用期間において検査精度・安全性
の担保等を企業団（担当職員）及び受託事業者（環境計量士）にて確認及び評価。令
和6年4月1日より再委託業務として開始。
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水道事業広域化に伴う官民連携による雇用の共創と働き方改革
～「水質（管末）検査業務における障害福祉サービスの活用と推進」～

国・地方公共団体
これに準じる機関等
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 取組による効果
※ 取組を実施するに

あたり工夫した点
などを踏まえてご
記入ください。

〇取組による効果
【企業団】
・水質（管末）検査業務持続的発展
・障がい者雇用における地域社会貢献
【受託事業者】
・業務従事者が高度な業務に専念できる事による生産性の向上
・地域における障がい者雇用の推進と安定化
【特定NPO法人・障害福祉サービス事業所】
・障がい者の就労意欲の促進
・障がい者の雇用確保（賃金・工賃の向上）
・障がい者の社会参加（継続的な雇用）
〇工夫した点
水質（管末）検査業務の重要性の意識づけとともに「安心・安全」、「測定精度」を
管理するため、以下の【研修プログラム】（Step1～3）により研修指導を行い、研修
試用期間終了後には習熟度を確認し、水質（管末）検査精度・安全性の担保が可能と
判断した。
【研修プログラム】
「Step1」机上研修
水質（管末）検査業務について（重要性）、業務要領、安全衛生教育（水道施設入場
教育、作業安全衛生、車両の運用、虫刺され等の予防対処法）、採水場所、法定水質
基準/管理基準、検査結果報告方法、緊急連絡方法、測定機器
「Step2」ＯＪＴ
車両運転、施設入退場等に関する研修、業務履行ルート確認（Aルート、Bルート、C
ルート）、検査機器（濁色計、残塩計、ｐＨ計）の使用方法等に関する実機取扱い研
修、検査業務実践フロー（緊急連絡及び報告内容）にて確認
「Step3」受託事業者同行による実践（試用期間）
障害福祉サービス事業所 担当（Aルート、Bルート、Cルート）による実践
【習熟度確認・判定】企業団（担当職員）、受託事業者（環境計量士）による実技確
認及びヒアリングを実施し評価判定

　PRポイント
※ 当てはまる項目に

簡潔にご記入くだ
さい。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
令和6年4月1日から再委託にて水質（管末）検査業務を開始。導入前と変わらず測定・
検査の精度を維持している。
現在は水道用水供給事業3カ所、水道事業の一部区域8カ所（木更津市域）で水質（管
末）検査業務を実施しているが、他の区域（君津市域、袖ヶ浦市域、富津市域）での
導入を検討。実際に本業務に従事していただいている計80名以上の障害福祉サービス
事業所の方々のうち、検査補助員（障がい者）は50名にのぼり、皆一様にライフライ
ン事業に携わることで「やりがい」と「誇り」を持ち、喜びとともに従事していただ
けていると同時に、当該業務に携わってきた受託事業者は技術難易度の高い業務へと
注力することで技術継承と向上に努めることができている。
［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
水道施設の管理運営に関わる法定業務において、官民連携による「雇用の多様化」に
よって持続的発展を図ったことは全国初。
当スキームを参考にすることで、全国の障害福祉サービス事業所及びその利用者に、
雇用の機会を提供できること。また、本件に類する法定業務等、重要性は高い一方で
作業難易度が低い業務は、他にもあるのではないかと思案することで、官民連携での
雇用創生の可能性が広がること。さらに、これによって多くの方々が水道事業に携わ
ることでライフラインに対する理解と重要性が伝わる。

［特にPRしたいポイント］
企業団、受託事業者、特定NPO法人の三者で作り出した当スキームは、共に水道事業を
守る企業として必ず実現しなければならないものであると使命を感じた。社会的人手
不足に対して、安易に労働力を機械に代替するのではなく、人を活かすことを諦めず
「雇用の機会」であると捉え、官民連携で少なからずの支援をすることで、障がい者
就労支援に繋げることができた。
水道事業は、すべて受益者のためにあり、単に「安心・安全・安定」な水を届けるの
みならず、水道事業によって生み出される社会福祉は我々企業団の本懐。
当スキームが全国に広がり、障がい者を含めたくさんの方々が水道事業に関わってく
ださることが、“あたりまえ”になることを確信する。
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受賞理由

　水道広域化後の浄水場等運転管理業務の水質検査業務における人材不足という課題
に対し、雇用の多様化を検討し「特定ＮＰＯ法人」と新たな事業スキームを開発した
取組である。
　特定ＮＰＯ法人に対し、採水を含めた残留塩素濃度、濁度、色度、ｐｈの４項目の
水質検査を「浄水場等運転管理業務委託」の受託事業者から特定NPO法人への再委託し
たもので、作業人材の確保と障がい者就労支援を両立した取組であり、大いに評価で
きる。
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